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第 565回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2025年 12月 9日（火） 13時 30分～14時 30分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III.議 題 

（審議事項） 

(1) 中期運営方針【公表議決】 

(2) 企業会計基準公開草案「後発事象に関する会計基準（案）」等に寄せられたコメントへの対応 

(3) 法人税等会計基準等の見直し 

(4) 2025 年 12月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

 （報告事項） 

(1) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「グループ内の貨幣性負債（又は資産）から生じる為

替差額の分類（IFRS第 18 号）」に対するコメント 

 

本企業会計基準委員会は、一般の傍聴は Zoomウェビナーを利用して実施した。 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1) 中期運営方針【公表議決】 

 紙谷副委員長より、中期運営方針について説明がなされ、審議及び採決が行われた。採決の

結果、出席委員全員の賛成をもって公表することが決議された。 
(2) 企業会計基準公開草案「後発事象に関する会計基準（案）」等に寄せられたコメントへの対応 

 紙谷副委員長及び村瀬ディレクターより、次の事項について説明がなされ、審議が行われた。 

① 適用時期等の検討 

② 「公表にあたって」の文案 

③ 企業会計基準「後発事象に関する会計基準」の文案 

④ 企業会計基準適用指針「後発事象に関する会計基準の適用指針」の文案 

⑤ 企業会計基準「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正（その●）」の文案 

⑥ 企業会計基準第 37号「期中財務諸表に関する会計基準」の改正案 

⑦ 企業会計基準適用指針第 34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正案 

⑧ 補足文書「開示後発事象の例示及び開示内容の例示について」の文案 

⑨ 企業会計基準公開草案第 87 号「後発事象に関する会計基準（案）」に寄せられたコメント

とそれらに対する対応案 

⑩ 公開草案を再度公表する必要性の有無に関する検討 

審議の結果、可能であれば、次回の委員会において、企業会計基準「後発事象に関する会計

基準」等の公表議決に関する審議を行いたい旨が説明された。 

(3) 法人税等会計基準等の見直し 

 古内副委員長及び早野専門研究員より次の事項について説明がなされ、審議が行われた。 
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① 企業会計基準第 27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」の改正案 

② 企業会計基準適用指針第 28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正案 

③ 実務対応報告第 42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱

い」の改正案 

④ 移管指針第 6 号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務

指針」の改正案 

⑤ 企業会計基準公開草案「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（その X）」の文案 

⑥ 企業会計基準公開草案「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正（その

X）」の文案 

⑦ 補足文書（案）「我が国における課税対象利益を基礎とする税金及び税効果会計における税

率に関する取扱いについて（案）」の文案 

⑧ 「コメントの募集及び本公開草案等の概要」の文案 

審議の結果、可能であれば、次回の委員会において公開草案の公表議決に関する審議を行い

たい旨が説明された。 

(4) 2025 年 12月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

 矢野常勤委員より、2025 年 12 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の議事

について報告がなされ、審議が行われた。 

 （報告事項） 

(1) IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「グループ内の貨幣性負債（又は資産）から生じる為

替差額の分類（IFRS第 18 号）」に対するコメント 

IFRS 解釈指針委員会のアジェンダ決定案「グループ内の貨幣性負債（又は資産）から生じる

為替差額の分類（IFRS 第 18 号『財務諸表における表示及び開示』）」に対するコメントについ

て、書面により審議を行い提出したことが報告された。 

以 上 


